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長期未稼働に対する失効制度

・過去の認定時の高い調達価格の権利を保持したまま、長期にわたり、運転を開
始しない案件が大量に滞在することにより、将来的な国民負担増大の懸念等の問
題が生じている。

・未稼働の状態のまま、認定時点のコストで算定した高い調達価格が保持されるこ
とに加え、認定設備に係る系統容量が使われないまま確保され、国民負担の増加
や新規事業者の系統利用の阻害リスクが生じる。

・今般の抜本見直しに伴う法改正に認定失効制度を盛り込んだ。

出典：経済産業省 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会等合同会議（R2.7.22）

第１回検討会議資料

１



失効期間の設定に当たっての考え方

・運転開始期限（認定後３年間）の１年後の進捗状況で判断する。

①系統連系着工申し込みを行っていない案件は、運用開始期限の１年後の時点で認定を失効。
②系統連系着工申し込みを行った案件は、運転開始期限に、猶予期間として、運転開始期間に
当たる年数を加え、その到来をもって認定を失効。（猶予期間：運転開始期限３年＋３年＝６年）

・改正法施行日(2022.4)時点で運転開始期限を超過している案件は、改正法施行日を起算点
とし、上記①、②と同様の取り扱い。

出典：経済産業省 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会等合同会議（R2.８.31）
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